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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

医
療
法
人
峡
南
会
峡
南
病
院

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
千
八
百
六
番
地

二
　
認
定
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
杜
市
長
か
ら
認
可
申
請
の
あ
っ
た
須
玉
町
江
草
小
池
平

地
区
の
換
地
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

四
一
一
号

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
大
常
木
一
四

七
一
・
〇
平
成
二
十
二

道

四
六
番
の
五
地
先
か
ら

年
二
月
二
十

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
大
常
木
一
四

六
日

四
六
番
の
五
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

二
月
二
十
五
日

第
二
千
二
十
一
号

木　曜　日



平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字

字

地
　
　
番

中
下

二
十
一

甲
斐
市

亀
沢

中
下

三
七
二
七

山
梨
県
告
示
第
五
十
六
号

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

表
中
「
南
巨
摩
郡
増
穂
町
」
を
「
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
」
に
改
め
、「
及
び
れ
い
入
金
」
を
「
、
れ

い
入
金
及
び
雑
部
金
（
保
証
金
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
九
以
上
百
分
の
百
九
十
以
下
」
を
「
百
分
の
百
十
三
以

上
百
分
の
百
八
十
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
五
・
五
以
上
百
分
の
百
十
九
未
満
」

を
「
百
分
の
百
以
上
百
分
の
百
十
三
未
満
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
二
」
を
「
百
分

の
八
十
七
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
二
未
満
」
を
「
百
分
の
八
十
七
未
満
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
及
び
「
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四
十
超
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
超
）」
を
削

り
、
同
項
第
二
号
中
「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
及
び
「
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に

お
い
て
は
百
分
の
四
十
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
）」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中

「
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
及
び
「
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
四

十
未
満
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
未
満
）」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
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一
三
〇

平
成
十
五
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
一
号
中
の
標
柱
十
一
号
と
次
に
掲
げ
る
地

の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
二
十
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
二
十
一
号
の

柱
と
同
告
示
中
の
標
柱
十
二
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
と
同
告
示
中
の
標
柱

十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域


